
（答）

「水中毒」とは、過剰な水分摂取によって生じる中毒症状であるが、水中毒に至る飲水量

には個人差がある。

そのため、飲水量ではなく、水中毒の症状である「頭痛や嘔吐、けいれんや昏睡等の症状

が生じるほど、水を大量に飲む又は飲もうとする場合」として判断されたい。

２．医師意見書

問 73 医師意見書は主治医の所見の範囲内での記載で差し支えないか。

（答）

所見の範囲内での記載で差し支えない。

【１．傷病に関する意見】

問 74 「（１）入院歴」には、同欄の「診断名」に記載した傷病による入院歴のみを記載す

るのか。

（答）

「診断名」に記載した傷病による入院歴に限らず、直近の入院歴を記載する。

【３．行動及び精神等の状態に関する意見】

問 75 「（５）てんかん」とは、ＩＣＤ（国際疾病分類第 10 版）の診断基準により診断され

た全ての「てんかん」が該当するという理解でよいか。

（答）

お見込みのとおり。

【３．行動及び精神等の状態に関する意見】

問 76 医師意見書記載の手引きには、「てんかん発作がある場合は、その発作頻度について

該当する□にレ印をつけてください。」とあるが、投薬によっててんかん発作が生じて

いない場合には、どのように記載すべきか。

（答）

「５．サービス利用に関する意見」における「（１）現在、発生の可能性が高い病態とそ

の対処方針」の「けいれん発作」にチェックを入れるとともに、「対処方針」に『現在は投

薬によって「てんかんによるけいれん発作」が抑えられているが、今後も継続した投薬が必

要』等の内容を記載する。

【４．特別な医療】

問 77 「処置内容」に「経管栄養（胃ろう）」とあるが、腸ろうを行っている場合も該当す

るという理解でよいか。

（答）

お見込みのとおり。


